
 

 

所得税法第 56条の廃止を求める意見書 

 

 中小企業及び農業者は、地域経済の担い手として日本経済の発展に貢献してきました。 

自営業者の多くは、事業主とそれを支える家族従業者によって家業を営んでいます。しかし、

家族全員で力を合わせて働いて得た所得は、所得税法第 56 条「生計を一にする配偶者その他

の親族が事業に従事したことにより対価を受ける場合には、必要経費に算入しない。」（条文趣

旨）の規定によってすべて事業主の所得とみなされています。事業主の所得から控除される労

働対価は、配偶者で 86 万円、配偶者以外の家族は 50 万円であり、家族従業者にとっては最低

賃金にも満たない状況です。 

 所得税法第 56 条の規定が設けられた時点から、社会経済情勢は大きく変化し、個人の権利

意識も高まり、個人事業の実態も、法第 56 条が想定する状況から大きく乖離していると言わ

ざるを得ません。 

 また所得税法第 57条において、法第 56 条の特例規定として専従者給与及び専従者控除につ

いて必要経費算入を認めており、青色申告者については給与等の支払いに関しては実効性のな

いものとなっています。 

2011 年 4 月からは、すべての事業者に記帳が義務付けられました。もはや白色申告者と青色

申告者との間に差異が生じるべき理由はありません。 

以上のことから、地方自治法第９９条の規定により、所得税法第56条の廃止を求める意見

書を提出します。 
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